
  



  



  



 



年末一時金及びＡＬＴの労働条件に関する団交申入書に対する回答（メモ） 

 

R7.12.9  

 

2025 年 10 月 21 日付け申入書で貴団体から要求のあった事項について、次のとおり回答

する｡ 

 

１．2025 年 5 月 29 日付、尼崎市公平委員会判定書を踏まえて、以下のとおりＡＬＴの賃金

および夏期一時金・年末一時金を支給すること。 

 ①40 時間ＡＬＴの賃金を 2023 年度に遡って賃上げすること。 

 ②40 時間ＡＬＴおよび 30 時間ＡＬＴの勤勉手当を 2024 年度に遡って実質的に支給する

こと。 

２．30 時間ＡＬＴを廃止してすべて 40時間ＡＬＴとすること。 

 

 （回答） 

「会計年度任用職員（非常勤行政事務員）の職の見直し等について（メモ）」のとおりと

する。 

 

  

３．ＡＬＴの派遣事業を廃止し、直接雇用すること。 

 

（回答） 

  現行どおりとする。 

以 上   

  



会計年度任用職員（非常勤行政事務員）の職の見直し等について（メモ） 

 

R７.12.9  

 

１ 令和８年度以降の勤務体系・報酬体系について 

⑴ 対象職種 

   外国人外国語指導助手（以下、「ALT」とする。） 

 

⑵ 勤務時間 

 

 

 

 

⑶ 長期休業期間の取扱いについて 

   長期休業期間を「勤務を要する日」とし、より英語教育の推進につながると考えられ

る業務を設定する。 

   現時点で想定している業務は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



⑷ 給付関係 

  ア 報酬 

   ≪報酬月額のイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 令和８年３月 31 日時点で本市 ALTとして任用されている者が引き続き令和８年４月１

日付けで再度任用される場合に限り、報酬月額決定にあたって経過措置（調整額（差額相

当額）の支給）を実施する。 

※ 令和８年度の報酬月額については、令和 2 年度から会計年度任用職員に移行したこと

を踏まえ、令和２年４月１日時点の勤続年数及び年齢に応じた報酬月額を適用した後、非

常勤行政事務員としての経験年数を加味したうえで決定する。 

※ 経験年数には、55歳に達した日以後（令和８年度以降は 60歳に達した日以後）の最初

の４月１日以後の期間は含まない。 

※ 427,050円は、現行の36.25時間 ALTの報酬月額を35時間で時間按分した金額である。 

※ 人事院勧告を踏まえた報酬改定等により上記の報酬月額に変動が生じる場合は、調整

額も併せて変動させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】令和 8年度以降、ALTを新規採用するとした場合の給与体系 

【例】令和 8年 4月 1日時点で 37歳の者を任用した場合 

 報酬月額：246,330 円（6年目の報酬月額） 

 調 整 額 ：なし 

採用時年齢
本市行政事
務員として
の経験年数

報酬月額
（円）

調整額
（円）

合計金額（円）

22.23.24 1年目 230,710 196,340 427,050
25.26.27 2年目 233,100 193,950 427,050
28.29.30 3年目 236,880 190,170 427,050
31.32.33 4年目 240,530 186,520 427,050
34.35.36 5年目 243,310 183,740 427,050
37以上 6年目 246,330 180,720 427,050

7年目 249,740 177,310 427,050
8年目 251,870 175,180 427,050
9年目 254,020 173,030 427,050
10年目 255,020 172,030 427,050
11年目 255,910 171,140 427,050
12年目 257,040 170,010 427,050
13年目 257,800 169,250 427,050
14年目 258,560 168,490 427,050
15年目 259,430 167,620 427,050
16年目 260,320 166,730 427,050
17年目 261,190 165,860 427,050
18年目 262,080 164,970 427,050
19年目 262,970 164,080 427,050
20年目 263,840 163,210 427,050
21年目 264,730 162,320 427,050
22年目 265,600 161,450 427,050
23年目 266,490 160,560 427,050
24年目 267,380 159,670 427,050



≪令和８年度における報酬決定の考え方について≫ 

◆内容 

Ⓐ 令和２年３月 31 日までの本市嘱託員として引き続いた経験年数を踏まえた報酬月額 

Ⓑ 令和２年４月１日付けで新たに会計年度任用職員（非常勤行政事務員）として採用さ

れたと仮定した場合における、令和７年３月 31 日までの引き続いた経験年数を踏まえた

報酬月額 

の比較を実施 

 

◆報酬決定の具体例 

① 令和２年４月１日時点で 65 歳かつ嘱託員として４年の経験がある者の場合 

 Ⓐ 嘱託員としての経験年数を踏まえた報酬月額・・・・・・243,310 円（５年目） 

 Ⓑ 非常勤行政事務員としての経験年数を踏まえた報酬月額…246,330 円（６年目） 

  ※ 令和２年４月１日時点で 60 歳に達しているため、令和２年度以降の非常勤行政事

務員としての経験は経験年数加算の期間に含めない。 

 ⇒ Ⓐ＜Ⓑであるため経験年数６年目の 246,330 円が報酬月額となる。 

② 令和２年４月１日時点で 40 歳かつ嘱託職員として１年の経験がある者の場合 

 Ⓐ 嘱託員としての経験年数を踏まえた報酬月額・・・・・・251,870 円（８年目） 

 Ⓑ 非常勤行政事務員としての経験年数を踏まえた報酬月額…257,040 円（12 年目） 

  ※ 採用時年齢を踏まえた報酬月額に非常勤行政事務員としての経験年数「６年」を

考慮 

 ⇒ Ⓐ＜Ⓑであるため経験年数 12 年目の 257,040 円が報酬月額となる。 

③ 令和２年４月１日時点で 65 歳かつ嘱託員として 20 年の経験がある者の場合 

 Ⓐ 嘱託員としての経験年数を踏まえた報酬月額……２６４，７３０円（２１年目） 

 Ⓑ 非常勤行政事務員としての経験年数を踏まえた報酬月額…246,330 円（６年目） 

  ※ 令和２年４月１日時点で 60 歳に達しているため、令和２年度以降の非常勤行政事

務員としての経験は経験年数加算の期間に含めない。 

 ⇒ Ⓐ＞Ⓑであるため経験年数 21 年目の 264,730 円が報酬月額となる。 

④ 令和２年４月１日時点で 40 歳かつ嘱託員として 15 年の経験がある者の場合 

 Ⓐ 嘱託員としての経験年数を踏まえた報酬月額・・・・・・265,600 円（22 年目） 

 Ⓑ 非常勤行政事務員としての経験年数を踏まえた報酬月額…257,040 円（12 年目） 

  ※ 採用時年齢を踏まえた報酬月額に非常勤行政事務員としての経験年数「６年」を

考慮 

 ⇒ Ⓐ＞Ⓑであるため経験年数 22 年目の 265,600 円が報酬月額となる。 
 

 

イ 期末手当・勤勉手当 

 (ｱ) 期末手当 

    下記の式に基づき支給する。 

算定基礎額×支給月数×期間率× 
183－私療休暇日数×1/3－病気欠勤日数×1/3－事故欠勤・無許可欠勤日数 

183 



 ※ 算定基礎額：報酬月額イメージの報酬月額の欄の金額（以下同じ） 

 

  (ｲ) 勤勉手当 

下記の式に基づき支給する。 

算定基礎額×支給月数×成績率×期間率 

 

⑸ その他 

   上記以外の給付関係・服務関係等については現行どおりとする。 

 

⑹ 実施時期 

   令和８年４月１日 

 

２ 令和６年度及び令和７年度における期末手当・勤勉手当について 

 ⑴ 内容 

   別紙のとおり 

 ⑵ 支給時期 

   令和７年度中 

以 上   

（職員課）  



◆令和６年度及び令和７年度における期末手当・勤勉手当の考え方について

令和6年度及び令和7年度の賞与支給基準日に在籍し、かつ、令和7年12月1日時点で在籍する者に対し、
以下のとおり支給する。

【期末手当】
令和5年度までの支給額（562,000円）と令和６年度及び令和７年度の支給（予定）額との差額を支給する。
計算式:562,000円－303,000円＝259,000円×2年分＝518,000円

【勤勉手当】
50,000円を2か年分支給する。
計算式:50,000円×2年分＝100,000円

令和６・７年度の期末手当の支給（予定）額

別紙


